
障害者の地域生活の推進に関する検討会

第1回（H25.07.26） 資料６



（１）グループホーム・ケアホームの概要
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☆ グループホーム、ケアホームは、障害のある方が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同生活を行う住まいの場。
☆ １つの住居の利用者数の平均は５名程度

☆ 単身での生活は不安があるため、一定の支
援を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆ 一定の介護が必要であるが、施設ではな
く、地域の中で暮らしたい方

☆ 施設を退所して、地域生活へ移行したいが
いきなりの単身生活には不安がある方 など

具体的な利用者像

☆ グループホームは介護を要しない者に対し、
家事等の日常生活上の支援を提供。

☆ ケアホームは、介護を必要とする者に対し、
食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供

具体的な支援内容

事業所数・利用者数については、平成25年3月サービス提供分実績

グループホーム
（共同生活援助）

ケアホーム
（共同生活介護）

利用対象者 障害程度区分１又は非該当の者 障害程度区分２以上

サービス内容 相談等の日常生活上の援助
食事や入浴等の介護や
日常生活上の支援

介護が必要な者
への対応

なし
ケアホームの従業者により介護サー

ビスを提供

報酬単位
世話人の配置に応じて

254単位～119単位
世話人の配置及び程度区分に応じて

639単位～208単位

外部サービス
の利用

原則として、居宅介護その他の障害福祉サービスによる介護を受けるこ
とはできない。

事業所数 3,503事業所 4,329事業所

利用者数 26,408人 55,321人

☆ 共同生活住居ごとに１以上のユニットが必要
☆ ユニットの入居定員は２人以上１０人以下
☆ 居室及び居室に近接して設けられる相互に

交流を図ることができる設備を設ける
☆ 居室の定員：原則１人
☆ 居室面積：収納設備を除き７．４３㎡

必要な設備等

★ 住宅地に立地
★ 入居定員は原則１０名以下

（既存建物を活用する場合は、最大30名以下）

グループホーム・ケアホームの概要
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（２）利用者数の推移
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平成23年3月
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81,729人

平成17年度

提
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る
サ
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ス
の
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（人分）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（対前年度 10%増） （対前年度 12%増） （対前年度 15%増） （対前年度 16%増） （対前年度 13%増） （対前年度 13%増）

第２期障害福祉計画第１期障害福祉計画第１期障害福祉計画 第３期障害福祉計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度

（対前年度－） （対前年度 11%増） （対前年度 10%増）

※ 福島県を除く。

実 績 見込量

※

※

グループホーム・ケアホームの利用者数・見込量の推移

○ グループホーム・ケアホームの利用者数は、障害者自立支援法施行前の平成17年度の３．4万人から着実に増加。

○ 各自治体が策定した障害福祉計画においては、平成２６年度に全国（福島県を除く）で９．８万人分が利用することが見込まれて
おり、今後とも整備の推進が必要。
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（出典）国保連データ

○ 平成20年4月から平成25年3月までの5年間で、グループホームは、利用者数が7,638人（1,527人/年）増加。ケアホームは、
利用者数が30,497人（6,099人/年）増加。

○ 利用者数の推移を障害種類別にみると、いずれも精神障害者の伸び率が知的障害者の伸び率を上回っている。

グループホーム ケアホーム

5

グループホーム・ケアホームの障害種類別利用者数の推移
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（３）利用者の状況
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グループホーム

★平成22年4月から平成25年3月までの間に、60歳以上の利用者数が約2,000人増加。
★平成25年3月現在、約4人に1人が60歳以上。

グループホーム・ケアホームともに、60歳以上の利用者の利用者全体に占める割合が増加している。

ケアホーム

★平成22年4月から平成25年3月までの間に、60歳以上の利用者巣が約4,800人増加。
★平成25年3月現在、約5人に1人が60歳以上。

20.2％ 15.7％

グループホーム・ケアホーム利用者の年齢構成の推移
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65歳以上
9%

60歳以上
65歳未満

11%

50歳以上
60歳未満

24%
40歳以上
50歳未満

21%

40歳未満
35%

65歳以上
11%

60歳以上
65歳未満

12%

50歳以上
60歳未満

22%
40歳以上
50歳未満

21%

40歳未満
33%

利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％）

65歳以上 2,681 7.2 4,950 8.9 2,269 1.8

60歳以上
65歳未満

3,161 8.5 5,675 10.3 2,514 1.8

50歳以上
60歳未満

7,416 19.8 10,628 19.2 3,212 ▲ 0.6

40歳以上
50歳未満

8,309 22.2 13,346 24.1 5,037 1.9

40歳未満 15,796 42.3 20,722 37.5 4,926 ▲ 4.8

合計 37,363 100.0 55,321 100.0 17,958 -

（出典：国保連データ）

年齢区分
平成２２年４月 平成２５年３月 増減

5,842 15.7 10,625 19.2 4,783 3.6

65歳以上
7%

50歳以上
60歳未満

20%

40歳以上
50歳未満

22%

40歳未満
42%

65歳以上
9%

60歳以上
65歳未満

10%

50歳以上
60歳未満

19%
40歳以上
50歳未満

24%

40歳未満
38%

23.7％ 19.2％

利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％）

65歳以上 1,915 9.2 2,897 11.0 982 1.8

60歳以上
65歳未満

2,293 11.0 3,360 12.7 1,067 1.7

50歳以上60
歳未満

5,093 24.5 5,889 22.3 796 ▲ 2.2

40歳以上
50歳未満

4,309 20.7 5,532 20.9 1,223 0.3

40歳未満 7,212 34.6 8,730 33.1 1,518 ▲ 1.6

合計 20,822 100.0 26,408 100.0 5,586 -

（出典：国保連データ）

年齢区分
平成２２年４月 平成２５年３月 増減

4,208 20.2 6,257 23.7 2,049 3.5

60歳以上
65歳未満

9%



グループホーム

★区分2以上の者が1割程度利用。

特にケアホームの重度の利用者の利用者全体に占める割合が増加している。

ケアホーム

★平成20年4月から平成25年3月までの間に、区分４以上の利用者が約16,000人増
加。

20.0％

グループホーム・ケアホーム利用者の障害程度区分構成の推移
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利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％）

区分６ 1 0.0 11 0.0 10 0.0

区分５ 8 0.0 66 0.2 58 0.2

区分４ 56 0.3 333 1.3 277 1.0

区分３ 418 2.2 1,057 4.0 639 1.8

区分２ 1,094 5.8 1,920 7.3 826 1.4

区分１ 3,737 19.9 4,100 15.5 363 ▲ 4.4

区分なし 11,023 58.7 18,873 71.5 7,850 12.7

その他 2,433 13.0 48 0.2 -2,385 ▲ 12.8

合計 18,770 100.0 26,408 100.0 7,638 -

（出典：国保連データ）

障害程度
区分

平成２０年４月 平成２5年3月 増減

1,577 8.3 3,387 1,810 4.412.8

区分１
20%

区分なし
59%

その他
13%

8.3％
区分2
以上

区分１
16%

区分な

し
72%

その他
0%

区分2
以上

利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％） 利用者数（人） 割合（％）

区分６ 812 3.3 4,101 7.4 3,289 4.1

区分５ 1,267 5.1 5,855 10.6 4,588 5.5

区分４ 2,871 11.6 10,972 19.8 8,101 8.3

区分３ 5,997 24.2 17,788 32.2 11,791 8.0

区分２ 6,963 28.0 16,449 29.7 9,486 1.7

その他 6,914 27.9 156 0.3 -6,758 ▲ 27.6

合計 24,824 100.0 55,321 100.0 30,497 -

（出典：国保連データ）

障害程度
区分

平成２０年４月 平成２5年3月 増減

4,950 20.0 20,928 15,97837.8 17.9

区分６
7%

区分５
10%

区分４
20%

区分３
32%

区分２
30%

その他
0%

37.8％12.8％



（４）ケアホームとグループホームの一元化の概要
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《背景》
★ 現行、グループホームにおいては、基本的に介護が必要な者を受けれることができず、また、入居後に介護が必要となった場合には、本人の希望
によらずケアホームや入所施設に転居させざるを得ない状況。

★ 今後、障害者の高齢化・重度化が進むことを背景として、介護が必要な障害者のグループホームの新規入居や、グループホーム入居後に介護が必要
となる障害者への対応が必要。
※ 現行、介護が必要な人と必要のない人を一緒に受け入れる場合、グループホーム、ケアホームの２つの類型の事業所指定が必要になるが、現
にグループホーム・ケアホーム一体型の事業所が半数以上。

（出典）障害福祉課調べ(Ｈ22.3)

（参考）事業所の指定状況

※ 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言においても、「（前略）グループホームでの支援は、居住空間の確保、基本的な生活支援、家
事支援及び夜間支援とし、（中略）一人ひとりがよりその人らしさを発揮できる状況を生み出し、住民として暮らしていくことが大切である」との考
えから、「グループホームとケアホームをグループホームに一本化する。（中略）提供する支援は、住まいと基本的な日常生活上の支援とする」との
提言がなされている。

平成24年6月に成立した「障害者総合支援法」により、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう 平成26年4月1日から

共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助(グループホーム）に一元化
グループホームにおいて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供。

個々の利用者の状態像に応じて柔軟かつ効率的なサービス提供が可
能となるよう、グループホームの新たな支援形態の1つとして、外部
の居宅介護事業者と連携すること等により利用者の状態に応じた柔軟
なサービス提供を行うことを検討。

外部サービス利用規制の見直し

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえ、１人で暮らし
たいというニーズにも応えつつ、地域における多様な住まいの場を増や
していく観点から、本体住居との連携を前提とした『サテライト型住
居』の仕組みの創設を検討。

サテライト型住居の創設

◎ グループホームへの一元化に併せて、次の運用上の見直しを検討

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グループホーム・ケアホーム一体型 51% グループホーム単独型 26% ケアホーム単独型 23%

5,241事業所 2,693事業所 2,349事業所

ケアホームとグループホームの一元化の概要
（共同生活介護） （共同生活援助）
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（平成25年2月25日 障害保健福祉関係主管課長会議資料（抄））

１５ 障害者の地域生活への移行等について
（１）グループホーム、ケアホームについて

① ケアホームのグループホームへの一元化について
平成24年６月に成立した障害者総合支援法の施行内容として既に公表しているとおり、グループホームに入居する障害者が高齢化・重度化しても個々

の状態に応じて介護サービスを受けられるようにし、介護が必要となった場合にも本人の希望によりグループホームを利用できるよう、平成26年４月か
らケアホームをグループホームに一元化することにしている。

（運用面の見直しの検討）
一元化後のグループホームにおいては、介護を必要とする者としない者が利用者として混在することになるため、
・ 利用者全員について必要となる相談等の日常生活上の援助や個別支援計画の作成については、グループホームの従事者が実施し、
・ 利用者ごとに必要性や頻度等が異なる介護サービスについては、外部の居宅介護事業者と連携すること等により、利用者の状態に応じた柔軟なサービ
ス提供を行う仕組みとする

ことで、柔軟で効率的なサービス提供を行うことを可能とする予定である。

一方で、馴染みの職員による介護付きの住まいを望む声もあることから、現行のケアホームのように、共同生活住居の提供とこれに伴う日常生活上の援助
に加えて、介護サービスを一体的に提供する支援形態についても、事業所の選択により、引き続き、実施できるようにすることとしている。

また、これに併せて、より「一人暮らし」に近い形態で暮らしたいという要望に応えつつ、多様な住まいの場を確保する観点から、共同生活住居との連携
を前提として既存のアパート等の一室をそのまま活用することが可能な仕組みを創設することを検討している。

ケアホームとグループホームの一元化の見直しの方向性
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（参考）平成24年4月18日 衆議院厚生労働委員会における津田厚生労働大臣政務官（当時）の答弁（抜粋）

○松本（純）委員：今回の法律案では、ケアホームをグループホームに統合することが盛り込まれておりますが、障害者の地域生活を最後までしっかりと支
援するためにも、障害者が、必要なときに介護サービスを受けながら、みずからの望む住みなれた場所に生活し続けるという選択をできるようにするこ
とが重要ではないかと思いますが、いかがでしょう。

○津田大臣政務官：御指摘の点はそのとおりでございます。先ほどの初鹿議員の質問にもお答えしましたが、ケアホームをグループホームに一元化をした場
合、介護を必要とする者としない者が混在して利用するということになるため、個々の利用者の状態に応じて柔軟かつ効率的なサービス提供が可能とな
るよう、一つには、利用者全員について必要となる相談等の日常生活上の援助や個別支援計画の作成についてはグループホームの従事者が実施をする。
二つ目には、利用者ごとに必要性や頻度等が異なる介護サービスについては、外部の居宅介護事業者と連携すること等によりまして、利用者の状態に応

じた柔軟なサービス提供を行うということを考えているわけでございます。
一方で、なじみの職員による介護つきの住まいを望む声もあることから、現行のケアホームのように、共同生活住居の提供と、これに伴う日常生活上

の援助に加えて、介護サービスを一体的に提供する支援形態についても、事業所の選択により引き続き実施できるようにするということにしておるわけ
でございます。
こうした考えを基本として、障害者の高齢化、重度化も踏まえながら、具体的な基準等については、今後、関係者の意見も聞きつつ検討していきたい

と考えております。



（５）グループホームへの一元化に当たっての論点
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（案）



１．一元化後の介護サービスの提供形態に関すること

① グループホームでの支援は、居住空間の確保、基本的な生活支援、家事支援及び夜間支援とし、一人ひとりに必要なパーソナルな支援について
は、個別生活支援を利用できるようにする。
グループホームで居宅介護等の個別生活支援を利用できるようにする。

② グループホームでの支援をグループホームとして全てを包括せず、最低限機能を備えつつ、それ以外のパーソナルな支援はオプションとして、利
用できるようにすることが適切である。

❸ グループホーム等の支援として全てを入れ込んでしまうと、かえって利用しにくくなる。最低限のものはそこに備わっていて、それ以外のパーソ
ナルなものはオプションで、多様なサービスを利用できるようにすることの方が良いのではないか。

❹ グループホーム等の入居者個々人が必要とする支援サービスは、外から提供するか、グループホーム等の事業所から提供するのかは、入居者が選
択できることでよいのではないか。

○ 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言、 ● 「日中活動とＧＨ・ＣＨ、住まい方支援」作業チーム報告

２．人員基準、日中・夜間の支援体制等に関すること

① 高齢化等により日中活動にかかる支援を利用することが困難であるか、又はそれを必要としない人が日中をグループホームで過ごすことができる
ように、支援体制の確保等、必要な措置を講じる。

② 職員の夜間常駐、休日の日中支援、医療的ケアの実施が可能となるよう、報酬、運営基準、人員配置の見直しを図る必要がある。
❸ 日中活動に行かないときは、本人の支援計画に基づいて、重度訪問介護を利用できるようにする必要がある。
❹ グループホーム等において、服薬を含めた健康管理の支援、金銭管理の支援、夜間・早朝時間帯の支援は必要不可欠であり、グループホーム等で
これらの部分をどこまで担うのか整理する必要がある。

❺ 夜間支援体制の強化が急務の課題。支援が必要な全ての住居に夜間世話人（夜間支援員）を配置する必要がある。

３．設備基準に関すること

① 定員規模は、生活の場なので家庭に近い規模にするという観点から4人から5人とし、複数の住居に分かれて住むことを認める。
❷ 定員が7人以上はグループホームの枠組みから外して、新しい体系として整理してはどうか。
❸ 適正な入居定員は４～５人として、緊急枠などや体験入居用を含め１住居6名の定員を最大としてはどうか。
❹ 大規模化を抑制する一方、地域の事情も勘案した検討が必要。
❺ 重度障害者等が入居するグループホームについては、夜間支援体制の観点から、規模について一定の配慮が必要となるかもしれない。
❻ 既存の施設を使って運営する場合、2ユニット（10人を２棟）、都道府県知事が認めれば3ユニットまで可能な現行の考え方は見直す必要がある。
❼ 精神障害者にとって転居は大きな負担となる。サテライト型グループホームを認めていくことにより、グループホームの支援が不要となっても、
そのまま同じアパートに住み続けることが可能となる。 13

グループホーム等に関する総合福祉部会の主な提言



グループホームへの一元化に当たっての論点（案）

１．支援のあり方・支援体制等に関すること

○ 一元化後のグループホームにおける支援のあり方をどのように考えるか。

○ 一元化後のグループホームの人員配置基準をどのように考えるか。

○ 日中、夜間に支援が必要な入居者への支援体制をどのように考えるか。

○ 重度者や医療が必要な入居者への支援体制をどのように考えるか。

○ サテライト型グループホームの利用者像・支援のあり方をどのように考えるか。

２．規模・設備に関すること

○ 障害者の方が地域で生活する拠点としての共同生活住居の規模をどのように考えるか。

○ サテライト型グループホームの設備基準をどのように考えるべきか。

３．その他

14



（参考１）グループホーム・ケアホームの現行基準等
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グループホーム・ケアホームの立地に関する基準

第八章 共同生活介護（ケアホーム）

第１４０条（設備）

指定共同生活介護に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される

地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院の敷地外

にあるようにしなければならない。

第十四章 共同生活援助（グループホーム）

第２１０条 第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日厚生労働省令第171号）（抄）

第八の２ 設備に関する基準（ケアホーム）

（１）立地

指定共同生活介護事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活介護を提供するとともに、

地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又

は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、都道府県知事が確認する

ことを求めたものである。

この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法（昭和43年法律第100号）その他の法令の規定や、土地の所有関係に

より一律に判断するのではなく、指定共同生活介護事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、

地域の実情に応じて適切に判断されるべきものである。

なお、この規定は、平成18年９月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを

示したものではないこと。

第十四の２ 設備に関する基準（グループホーム）

基準第140条については、指定共同生活援助について準用されるものであることから、第八の２を参照されたい。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
（平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（抄）

16
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グループホーム・ケアホームの設備等に関する基準

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)（抄）

（参考）共同生活住居の規模別か所数（出典：平成２３年社会福祉施設等調査）

２～５人の共同生活住
居で全体の約７割

第１４０条

２ 指定共同生活介護事業所は、１以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は４人以上とする。

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同

生活住居の入居定員を２人以上２０人（都道府県知事が特に必要があると認めるときは３０人）以下とすることができる。

５ 共同生活住居は、１以上のユニット（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成さ

れる場所をいう。以下同じ。）を有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

６ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。

７ ユニットには、居室及び居室に隣接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおり

とする。

一 １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

二 １の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とすること。

第２１０条 第１４０条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。
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【介護の提供（ケアホーム）】

・ 介護は利用者の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行わなければならない。

【家事等の実施の方法（ケアホーム、グループホーム）】

・ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

【居宅介護等の利用の制限（ケアホーム、グループホーム）】

・ 利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による介護・家事を受けさせてはならない。

【社会生活上の便宜の供与（ケアホーム、グループホーム）】

・ 他の障害福祉サービス事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。
・ 行政機関に対する手続等について利用者等が行うことが困難な場合は、利用者の同意を得た上で代行しなければならない。
・ 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

人員配置基準

（ケアホーム） （グループホーム）

世話人・生活支援員の要件等
☆ 障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能
力を有する者

☆ 利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動終了時刻から開始時刻までを
を基本として配置（夜間時間帯を除く）

従業者 世話人 常勤換算で、利用者数を６で除した数以上

生活支援員 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上

① 障害程度区分３に該当する利用者の数を９で除した数

② 障害程度区分４に該当する利用者の数を６で除した数

③ 障害程度区分５に該当する利用者の数を４で除した数

④ 障害程度区分６に該当する利用者の数を2.5で除した数

・利用者数が３０人以下：１人以上

・利用者数が３０人以上：１人に、利用者数が３０人を超えて

３０又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの（管理業務

に支障がない場合は他の職務の兼務可）

サービス管理

責任者

従業者 世話人 常勤換算で、利用者数を１０で除した数以上

・利用者数が３０人以下：１人以上

・利用者数が３０人以上：１人に、利用者数が３０人を超えて

３０又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

管理者 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの（管理業務

に支障がない場合は他の職務の兼務可）

サービス管理

責任者

運営基準

グループホーム・ケアホームの現行の人員・運営基準

18



① 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。

② 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、10人又は6人につ

き1人以上の水準を確保。

③ サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。

④ 生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。

⑤ 夜間の適切な支援体制を確保（専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価）。

⑥ １住居の最低利用人員は２人以上。

グループホーム・ケアホームの事業所指定のイメージ

一定の範囲内の住居全体を事業者として指定（定員３０名の場合）
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法人等数 割合

10人以下 670 51.1%

11人～20人 326 24.9%

21人～30人 128 9.8%

31人～40人 59 4.5%

41人～50人 42 3.2%

51人～60人 30 2.3%

61人～70人 15 1.1%

71人以上 41 3.1%

合計 1,311 100%

いずれの共同生活住居について
も主たる事業所から概ね30分程
度で移動できる範囲に所在

（参考）１の設置者の入居者総数

出典：平成24年度グループホーム及びケアホームにおける支援
に関する実態調査（日本グループホーム学会調査研究会）



（参考２）その他の参考資料
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グループホームの制度施行時の基本的な性格

第一 総論
１～３（略）
４ グループホームの基本的性格
①（略）
② グループホームは、地域社会で選択的に生きる知的障害者の生活の拠点であること。
③ グループホームは、施設を単に小型にしたというものではないこと。
④（略）
⑤ グループホームにおける入居者の日常生活は、指導・訓練的なものが最小限であり、管理性が排除された

ものであること。
⑥（略）

第二 各論
４ グループホームに供する建物（住宅）
（１）住宅の条件

イ．グループホームとして使用する住宅は、原則として一般住宅地内に位置し、その外観は一般の住宅と異
なることのないよう配慮されていなければなりません。

ロ及びハ （略）

注１０ グループホームの特色は、障害を持った人達が少人数で支え合って暮らすことにあります。

５ 入居者
（１）及び（２）（略）
（３）入居者の人数

グループホームの入居者の人数は、４～５人を標準とします。（４人未満は認めません。６～７
人でも世話人は１人です。）

［精神薄弱者地域生活援助事業（グループホーム）設置・運営マニュアル）］（平成元年６月 厚生省児童家庭局障害福祉課）抜粋
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グループホーム・ケアホームの共同生活住居の建物の形態は、戸建住宅が62.6％（9,589住居）、集合住宅が31.5％（4,825住居）、その
他が5.9％（897住居）となっており、利用建物の面積は、275㎡未満が約9割（13,401住居）となっている。

また、共同生活住居のうち74,9％（11,443住居）が既存建物を活用しており、建物の所有関係をみると、賃貸の割合が71.0％（10,843住
居）となっている。

グループホーム・ケアホームの利用建物の状況

建 物 形 態 面 積

新築・既存建物活用の別 所 有 関 係

戸建住

宅

63%

集合住

宅

31%

その他

6%

新築

25%

賃貸

71%

自己所有
29%

既存建物
（その他）

28%

既存建物
（民家転用型）

47%

275㎡
以上
11% 100㎡未満

30%

100㎡以上
150㎡未満

29%

出典：「障害者のグループホーム・ケアホームにおける防火安全体制等に関する実態調査」（Ｈ２５．２ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部調べ）

150㎡以上
275㎡未満

30%



ケアホームにおいては、原則として、ケアホーム事業所の従事者以外の者による介護等を受けさせてはならないが、以下の場合
については、特例措置として個人単位のホームヘルプ利用を認めている。

【対象者】
・次のいずれかに該当する者
（１）障害程度区分４以上、かつ、行動援護又は重度訪問介護の対象者
（２）障害程度区分４以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者

① ケアホームの個別支援計画にホームヘルプサービスの利用が位置付けられていること。
② ケアホームでのホームヘルプサービス利用について市町村が必要と認めること。

【利用可能なホームヘルプ】
・上記（１）の対象者：居宅介護又は重度訪問介護
・上記（２）の対象者：居宅介護（身体介護に係る
ものに限る。）

【ケアホームの報酬】
・世話人の配置及び障害程度区分に応じ、報酬額
を適用
（例）世話人配置６：１の場合

障害程度区分６の者で350単位／日

【ケアホームの人員配置基準】
・個人単位でホームヘルプサービスを利用する者
の生活支援員の配置基準については、当該利用
者の数を２分の１として算定。

【報酬の算定状況】

 

【世話人を６：１以上で配置した場合のイメージ】 

 

                                                   （556 単位） 

                             

                                       （440 単位） 

                      （362 単位） 

                    (296 単位) 

 

(208 単位) 

 

 

 

    

【区分２】    【区分３】  【区分４】   【区分５】   【区分６】 

 

（62 単位） （93 単位） 
（139 単位） 

生
活
支
援
員 

サ
ビ
管
・
世
話
人 

６ 

： 

４ 

生活支援員に
対する報酬の
4 割を評価 

347単位301単位270 単位

ケアホームにおける個人単位のホームヘルプ利用の仕組み
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事業所数 利用者数

総 数 ４，３２９事業所 ５５，３２１人

うち加算算定数 ３０６事業所 １，２９６人

算 定 割 合 ７．１％ ２．３％

（出典）国保連速報データ（平成25年3月サービス提供分）



（算定状況）

（算定要件） 

○ 障害程度区分６以上であって、重度障害者等包括支援の対象となる者（※）が 2 人以上利用している場合であって、通

常の介護体制に加えて、より手厚いサービスを提供した場合。 

 

※ 重度障害者等包括支援の対象 

■ 常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高い者
→ 障害程度区分６であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、下記のいずれかに該当する者

類 型 状態像

重度訪問介護の対象であって、四肢すべて
に麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者

のうち、右のいずれかに該当する者

人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害
者 （Ⅰ類型）

・筋ジストロフィー ・脊椎損傷

・ＡＬＳ ・遷延性意識障害 等

最重度知的障害者 （Ⅱ類型） ・重症心身障害者 等

障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目（１１項目）等の合計点数が８点以上（※）である
者 （Ⅲ類型）

・強度行動障害 等

（※） 平成２４年度報酬改定で従前の１５点以上から要件緩和

（加算単価） 

○ ４５単位/日 （※） 

（※） 平成２４年度報酬改定で従前の単価（２６単位/日）を引き上げ 

ケアホームの重度障害者支援加算の概要

事業所数 利用者数

総 数 ４，３２９事業所 ５５，３２１人

うち加算算定数 １４２事業所 １，４７９人

算 定 割 合 ３．３％ ２．７％

24（出典）国保連速報データ（平成25年3月サービス提供分）



グループホーム・ケアホームの日中支援加算の概要

グループホーム等の利用者のうち、心身の状況等により予定していた日中活動サービス等を利用できなかった利用者に
対して昼間の時間帯に支援を行った場合に加算を算定（３日目/月から算定）。

【報酬単価】 区分4以上・・539単位/区分3以下・・270単位

平成２１年４月 平成２２年４月 平成２３年４月 平成２４年４月

グループホーム
836回 1,031回 1,841回 2,129回

ケアホーム 2,406回 3,444回 4,618回 5,587回

日中の主な居所がケアホーム・グループホームの者

日中支援加算の算定状況

いる いない 無回答 Ｎ値

該当利用者数
90人 607人 68人 765人

構成割合
11.8% 79.3% 8.9% 100.0%

障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会
の提言（抄）
（平成23年8月30日障がい者制度改革推進会議総合福祉部会）

Ⅰ.障害者総合福祉法の骨格提言
４．支援（サービス）体系
Ｃ.支援体系を機能させるために必要な事項
４．グループホームでの生活を支える仕

組み
【結論】
○ 高齢化等により日中活動にかかる支援を
利用することが困難であるか、又はそれを
必要としない人が日中をグループホームで
過ごすことができるように、支援体制の確
保等、必要な措置を講じる。

25

出典：国保連データ

出典：サービス提供実態調査



（出典） グループホーム（ケアホーム）全国基礎調査2009報告書（日本グループホーム学会）
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全体 夜勤 宿直
住み込み

職員
見回り対

応

夜間緊急連
絡対応型
（警備会社
による対応

以外）

警備会社
による対

応
対応なし 無回答

3,076 280 853 256 510 1,006 399 340 108

- 9.1 27.7 8.3 16.6 32.7 13.0 11.1 3.5

グループホーム 837 1.9 9.9 6.8 15.1 46.6 20.9 14.2 3.6

ケアホーム 734 20.0 49.0 7.6 14.9 13.5 6.0 4.1 2.5

グループホームとケ
アホームの両方

1,505 7.8 27.2 9.5 18.3 34.4 12.0 12.7 4.0

区分

全体

％

住居形態

グループホーム、ケアホームにおいては、基準省令に基づき、夜勤職員の配置やバックアップ施設と連携すること等により夜間にお
ける利用者の緊急事態等に対応するための連絡体制・支援体制を確保している。

グループホーム・ケアホームの夜間支援体制の状況

（支援体制の確保）
第１５１条 指定共同生活介護事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必
要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係
機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準（抄） （平成18年9月29日厚生労働省令第171号）

※ グループホームについては、第２１３条において準用

第８の３ （１０） 支援体制の確保（基準第１５１条）

指定共同生活介護事業所は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急
時の対応のため、地方公共団体や社会福祉法人等であって、障害福祉サービス
等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること等により、支援体制が確立
できると見込まれる者との間の連携及び支援の体制を整えなければならない旨を
規定したものである。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運
営に関する基準について（抄） （平成18年12月6日省発第1206001号）

※ グループホームについては、第１４の３（３）において準用



《ケアホーム》《グループホーム》

○ 夜間及び深夜の時間帯に、利用者からの連絡に対応できる

体制をとることとした上で、必要な職員を専任で配置するなど

夜間に介護等を行うための勤務体制を確保している場合

に加算を算定

○ 夜間及び深夜の時間帯に、警備会社との警備業務の委託契約
等により、防災体制を確保している場合に加算を算定

概 要概 要概 要概 要

加算単位加算単位加算単位加算単位

利用者数 加算単価（日） 利用者数 加算単価（日）

4人以下 314～107単位 11～13人 115～37単位

5人 273～98単位 14～16人 100～23単位

6人 238～89単位 17～20人 89～14単位

7人 216～75単位 21人以上 78～5単位

8～10人 171～59単位

利用者数 加算単価（日）

4人以下 25単位

5人 20単位

6人 16単位

7人 14単位

8人以上 12単位

夜間支援体制加算（Ⅰ）夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）

夜間支援体制加算（Ⅱ）夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅱ）

○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等

に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保され

ていると認められる場合

10単位/日

概 要概 要

○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等

に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保され

ていると認められる場合

10単位/日

概 要概 要

共同生活住居の入居者数共同生活住居の入居者数
１人の夜間支援従事者が
支援する利用者数

１人の夜間支援従事者が
支援する利用者数

グループホーム・ケアホームの夜間支援体制加算等の概要
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夜間支援体制加算（Ⅰ）
（ケアホーム）

夜間支援体制加算（Ⅰ）
（ケアホーム）

○ 算定事業所数(全事業所数)

4,125事業所（4,329事業所）

○ 算定利用者数

35,825人（55,321人）

○ 算定費用額（月）

12.0億円

夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）
（グループホーム）

夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）
（グループホーム）

算定されて

いる利用者

65%

算定されて

いない利用

者

35%

N=55,321

○ 算定事業所数

1,577事業所（3,503事業所）

○ 算定利用者数

13,571人（26,408人）

○ 算定費用額（月）

0.7億円

算定されて

いる利用者

51%

算定されて

いない利用

者

49%

N=26,408

（出典）国保連速報データ（平成25年3月サービス提供分） 28

夜間支援体制加算(Ⅰ)/夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)の算定状況



・ 夜間の支援形態については、「連絡体制の確保」を行っている共同生活住居の割合が最も高く72.2％（11,058住居）、次いで「宿直」が30.4％
（4,656住居）となっている。一方、「夜勤」を配置している共同生活住居の割合は13.6％（2,088住居）となっている。

・ 重度（障害程度区分４以上）の入居者が８割を超える共同生活住居の夜間の支援形態は、「宿直」が最も多く1,057住居（60.3％）、「夜勤」を配置し
ている共同生活住居についても、614住居（35.0％）となっている。

グループホーム・ケアホームにおける夜間の支援形態の状況

全ての共同生活住居
（参考）重度（障害程度区分４以上）の入居者が
８割を超える共同生活住居の夜間の支援形態

出典：「障害者のグループホーム・ケアホームにおける防火安全体制等に関する実態調査」（Ｈ２５．２ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部調べ）

13.6%

30.4%

6.2%

29.1%

72.2%

25.0%

2.2%
0.0%

10.0%

20.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
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宿
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住
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込
み
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対
応
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絡
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制
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保

警
備
会
社
等
に
よ
る
対
応

対
応
な
し

35.0%

60.3%

4.1%

25.4%

55.8%

12.4%

0.2%
0.0%

10.0%

20.0%
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の
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保
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等
に
よ
る
対
応

対
応
な
し

N=15,323 N=1,752
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グループホーム・ケアホームの共同生活住居の入居者のうち、重度（障害程度区分４以上）の障害者が占める割合をみ
ると、平均で25.2%となっている。

その分布をみると、入居者の半数以上が重度である共同生活住居は、全体の26.5％（4,070住居）となっており、１割未
満の共同生活住居が53.4％（8,189住居）となっている。

重度（障害程度区分４以上）の
障害者が占める割合

共同生活住居数 割合

10%未満の住居数 8,189 53.4%

10%以上30%未満の住居数 2,074 13.5%

30%以上50%未満の住居数 988 6.5%

50%以上70%未満の住居数 1,782 11.6%

70%以上80%未満の住居数 536 3.5%

80%以上の住居数 1,752 11.4%

出典：「障害者のグループホーム・ケアホームにおける防火安全体制等に関する実態調査」（Ｈ２５．２ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部調べ）
30

グループホーム・ケアホームの共同生活住居ごとの入居者の状況

10%未満
の住居数

54%

10%以上30%
未満の住居数

14%

30%以上50%
未満の住居数

6%

50%以上70%
未満の住居数

12%

70%以上80%
未満の住居数

3%

80%以上の住
居数
11%

重度（障害程度区分４以上）の者の占める割合の平均 25.2%



（出典） グループホーム（ケアホーム）全国基礎調査2009報告書（日本グループホーム学会）

必要な医療的ケア 人数 構成割合

導尿・浣腸・摘便 ５５人 １．４％

経管栄養・吸引 １１人 ０．３％

気管切開の管理・人工呼吸器の管理 ９人 ０．２％

投薬・服薬管理 ３，６４４人 ９５．５％

胃ろうによる食事とその管理 ８人 ０．２％

糖尿によるインシュリン注射 ５１人 １．３％

医療的ケアの必要な入居者数 ３，８１６人 １００．０％
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グループホーム・ケアホーム利用者の医療サービス等の状況

障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会の報告書によれば、グループホーム・ケアホームにおいて利用者が受け
ている医療等サービスをみるとそのほとんどが『投薬・服薬管理』となっている。

〈グループホーム・ケアホーム〉 〈連携医療機関〉

看護職による訪問支援

医療連携体制加算により評価
医療機関等との連携により、看護職員が事
業所を訪問して利用者に対して看護を行っ
た場合等に加算。
（Ⅰ）利用者１人 500単位/日
（Ⅱ）利用者2人以上8人以下 250単位/日

（参考）現行の医療連携体制加算の概要

グループホーム ケアホーム

請求事業
所数

請求利用
者数

請求事業
所数

請求利用
者数

医療連携体
制加算（Ⅰ）

21事業所 61人 22事業所 50人

医療連携体
制加算（Ⅱ）

13事業所 86人 38事業所 332人

（加算の算定実績）

（出典）国保連速報データ（平成25年3月サービス提供分）


